
大阪市職員定数条例（昭和２７年大阪市条例第４５号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「交通局及び」を削り、「１６，４００人」を「１６，３００人」に、「２，７４０

人」を「２，７９０人」に改め、同項中第２号を削り、同項第３号中「１，５００人」を「１，４５０

人」に改め、同号を同項第２号とし、同項中第４号から第９号までを１号ずつ繰り上

げ、同条第３項中「第１項第４号から第８号まで」を「第１項第３号から第７号ま

で」に改める。

第３条中「及び第３号」を削り、「第４号及び第５号」を「第３号及び第４号」に、

「第６号」を「第５号」に改める。

附 則

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。

平成３０年２月２３日提出

大阪市長 吉 村 洋 文

説 明

交通事業の廃止及び本市の事務事業の再構築に伴い、職員の定数を変更するため、条例の一部

を改正する必要があるので、この案を提出する次第である。

議 案 第５２号

大阪市職員定数条例の一部を改正する条例案

１



（職員の定数）

第２条 職員の定数は、次のとおりとする。

� 市長の補助機関たる職員（交通局及び水道局の職員を除く。）

１６，４００人
１６，３００人

（うち２，７４０人
２，７９０人

は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１４条第１項の福祉に

関する事務所の職員とする。）

� 交通局の職員

５，９００人

�
�

水道局の職員

１，５００人
１，４５０人

�
�
－�
�

省 略

２ 省 略

３ 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の３の規定により職員の融通を行う場合におい

ては、第１項第４号
第３号

から第８号
第７号

までに掲げる職員の定数を加えたものをもつて同項第１号に掲

げる職員の定数とすることができる。

（職員の定数の配分）

第３条 前条第１項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、第１号については市長、

第２号及び第３号については管理者、第４号
第３号

及び第５号
第４号

については教育委員会、第６号
第５号

以下に

ついては、それぞれ選挙管理委員会、監査委員、人事委員会及び消防長がこれを定める。

（参 照） 傍線は削除	


�太字は改正

大阪市職員定数条例（抄）
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